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特
集
◎
ホ
ー
ム
ヘ
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国
賠
訴
訟
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控
訴
審

ヘ

賃金と社会保障 ヽ1822(2023年 3月下旬号 )

介
護
労
働
者
保
護
と
国
の
規
制
権
限
不
行
使

脇
田
　
滋

龍
谷
大
学
名
誉
教
授

は
じ
め
に

介
護
保
険
法

（
１
９
９
７
年
法
律
第
１
２
３
号
）

に
よ
っ
て
、
国
が
責
任
を
も
つ
社
会
保
険
制
度
と
し

て
介
護
保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
、
２
０
０
０
年
４
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の
待

遇
は
低
水
準
の
ま
ま
で
あ
る
。
介
護
事
業
所
は
、
高

い
離
職
率
に
悩
ま
さ
れ
る

一
方
、
新
た
な
就
職
者
確

保
で
深
刻
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
２
０
２
０
年

以
降
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
る
影
響
が
加
わ

っ
て
、

２
０
２
３
年
１
月
に
は
介
護
事
業
所
の
倒
産
数
が
過

去
最
悪
に
達
し
て
、
介
護
保
険
制
度
自
体
が
危
機
的

状
況
に
あ
る

（注
１
）。

介
護
労
働
者
の
中
で
も
、
最
も
人
数
が
多
い
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
は
、
そ
の
約
８０
％
が
非
正
規
雇
用
で

あ
り
、
不
安
定
で
低
い
賃
金
な
ど
の
劣
悪
条
件
の
た

目
　
次

は
じ
め
に

第
２
章

介
護
保
険
制
度
運
用
と
国
の
規
制
権
限
不
行
使

第
１
章

介
護
保
険
の
制
度
設
計
に
お
け
る
重
大
な
誤
謬

1

２
０
０
４
年
労
働
基
準
局
長
通
達
と

そ
の
意
義

1

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
非
正
規
雇
用
化

3     2

そ
の
後
の
労
働
行
政

。
労
働
監
督

国
際
労
働
規
範
に
逆
行
す
る

介
護
保
険
法
の
立
法
構
想

労
働
行
政

・
労
働
を
め
ぐ
る

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
新
方
向

3

Ｉ
Ｌ
Ｏ
看
護
職
員
条
約
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
た
介
護
労
働
者

第
３
章

結
論
―
介
護
従
事
者
保
護
に
関
す
る

国
の
規
制
権
限
不
行
使
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介護労働者保護と国の規制権限不行使 [脇田 滋]

め
、
将
来
の
希
望
を
失

っ
て
離
職
す
る
人
が
少
な
く

な
い
。
介
護
保
険
制
度
の
運
用
を
進
め
て
き
た
国
は
、

訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
労
働
環
境
の
抜
本
的
改
善
を

せ
ず
、
他
方
、
労
働
基
準
監
督
行
政
も
、
介
護
事
業

所
で
の
法
違
反
が
多
い
の
に
効
果
的
な
監
督
を
し
て

来
な
か
っ
た
。
長
年
、
現
場
で
働
い
て
き
た
３
人
の

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
が
原
告
と
な

っ
て
、
国
を
被
告

に
、
そ
の
規
制
権
限
不
行
使
の
責
任
を
問
う
た
め
の

国
家
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た

（介
護

ヘ
ル
パ
ー
国
賠

訴
訟
。
以
下
、
「本
件
訴
訟
」
と
略
）
。
第

一
審

ｏ
東

京
地
裁
は
、
２
０
２
２
年
Ｈ
月
１
日
、
原
告
ら
の
訴

え
を
全
面
的
に
棄
却
す
る
判
決
を
下
し
た

（注
２
）。

筆
者
は
、
上
記
地
裁
判
決
を
読
ん
で
強
い
違
和
感

を
覚
え
た
。
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
で
、
最
高
裁
が

２
０
２
１
年
５
月
１７
日
の
判
決
で
、
労
働
安
全
基
準

や
労
働
人
権
の
国
際
的
な
進
展
を
踏
ま
え
て
、
国
に

は
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
を
回
避
す
る
た
め
に
労
働
行
政

上
、
省
令
制
定
を
含
む
規
制
権
限
行
使
の
責
任
が

あ

っ
た
と
す
る
画
期
的
な
判
断
を
下
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る

（注
３
）。
本
稿
で
は
、
最
高
裁
判
決
が
重
視

し
た
国
際
労
働
人
権
を
め
ぐ
る
動
向
を
踏
ま
え
て
、

介
護
労
働
者
の
労
働
人
権
保
障
と
い
う
視
点
か
ら
国

の
規
制
権
限
不
行
使
の
問
題
点
を
検
討
す
る

（注
４
）。

第
１
章

介
護
保
険
の
制
度
設
計
に
お
け
る
重
大
な
誤
謬

ま
ず
、
国
は
、
介
護
保
険
法
制
定
に
あ
た
っ
て
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
雇
用

形
態
や
労
働
人
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
た

の
か
、
憲
法
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
な
ど
国
際
労
働
規
範
が

求
め
る
各
種
の
要
請
に
適
切
に
対
応
し
た
制
度
設
計

で
あ

っ
た
の
か
否
か
を
検
討
す
る
。
と
く
に
、
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
仕
事
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
重
視
す
る

「デ

イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク

（計
８
鷺

ヨ
〇
寿
）」
に

適
応
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
に

注
目
し
て
、
日
本
政
府
の
規
制
権
限
行
使
に
つ
い
て

評
価
を
試
み
る
。

訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
非
正
規
雇
用
化

介
護
保
険
法
施
行
前
に
、
既
に
、
老
人
福
祉
法
な

ど
に
基
づ
い
て
在
宅
で
の
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
が
社

会
福
祉
協
議
会
等
に
所
属
し
て
就
労
し
て
い
た
が
、

有
期
契
約
を
更
新
し
て
常
勤
化
す
る
例
も
少
な
く
な

か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
は
、
介
護
保
険
法
が
制
定

さ
れ
た
後
、
同
法
施
行
準
備

の
目
的
で
、
１
９
９
７

年
、
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
費
用
に
つ
い
て
従

来

の

「人
件
費
交
付
方
式
」
と
は
異
な
る

「事
業
費

補
助
方
式
」
を
導
入
し
て
、
市
町
村
が
両
方
式
の
い

ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
し
た
。

人
件
費
交
付
方
式
で
は
、
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の

補
助
単
価
は
３
３
７
万
円

（９５
年
度
）
で
、
高
額
で

は
な
い
が
常
勤
雇
用
を
前
提
に
し
た
額
で
あ
り
、
国

（
１
／
２
）、
都
道
府
県

（
１
／
４
）
、
市
町
村

（
１

／
４
）
が
公
費
負
担
し
て
い
た
。
し
か
し
、
事
業
費

補
助
方
式
で
は
、
①
補
助
単
価
が
サ
ー
ビ
ス
毎
に
設

定
さ
れ
、
②
訪
問
実
績
に
応
じ
た
出
来
高
払
い
方
式

に
変
更
さ
れ
た
。
人
件
費
交
付
方
式
で
も
常
勤
単
価

適
用
基
準
が
厳
格
化
さ
れ
、
「安
否
確
認
や

ニ
ー
ズ

把
握
な
ど
の
評
価
訪
間
」
、
「ケ
ー
ス
会
議
や
研
修
参

加
」
、
「ケ
ー
ス
記
録
作
成
」
な
ど
の
時
間
が
補
助
対
　
　
一

象
か
ら
外
さ
れ
、
従
来
補
助
対
象
と
さ
れ
た
移
動
時
　
　
１３

間
も
３０
分
以
内
は
対
象
外
と
さ
れ
、
「利
用
者

へ
の
　
　
一

実
益
サ
ー
ビ
ス
」
に
補
助
が
限
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

９８
年
度
か
ら
は
、
事
業
費
補
助
方
式
に

一
本
化
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
介
護
保
険
法
施
行
後
は
、
事
業
費
補

助
方
式
を
延
長
す
る
形
で

「介
護
報
酬
」
制
度
が
運

用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

（注
５
）。

こ
の
変
更
に

よ
っ
て
、
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
を
常
勤
雇
用
す
れ
ば
、

公
的
補
助
が
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
、

市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
た
社
会
福
祉
協
議
会

等
は
、
常
勤

ヘ
ル
パ
ー
を

一
挙
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ

ル
パ
ー
に
変
更
せ
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
た

（注
６
）。

こ
の
変
更
に
は
、
市
町
村
が
民
間
事
業
者
に
委
託
す
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る
こ
と
を
促
進
す
る
目
的
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

国
は
、
事
業
費
補
助
方
式

へ
の
変
更
に
よ
っ
て
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
非
正
規
雇
用
化
を
財
政
的
に
誘
導

し
た
の
で
あ
る

（注
７
）。

日
本
の
介
護
保
険
制
度
発
足
当
時
、
政

・
経
済
界

で
は
、
新
自
由
主
義
的
な

「規
制
緩
和
」
論
が
強
い

影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
労
働

ｏ
社
会

保
障
分
野
で
も
、
公
的
責
任
の
縮
小
、
民
営
委
託
（外

注
化
）
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
化
な
ど
主
張
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
労
働
政
策
で
は
、
正
社
員

を
中
心
と
す
る

「日
本
的
雇
用
」
に
代
わ
っ
て
、
労

働
者
を
三
区
分
し
て
有
期
契
約
や
パ
ー
ト

・
ア
ル
バ

イ
ト
を
活
用
す
る
非
正
規
雇
用
拡
大
論
が
高
ま
っ
て

い
た
。
と
く
に
、
１
９
９
９
年
の
労
働
者
派
遣
法
改

正
で
対
象
業
務
が

「原
則
自
由
化
」
さ
れ
た
が
、
看

護
を
含
む
医
療
業
務
は
、
依
然
、
対
象
外
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
「介
護
業
務
」
は
医
療
に
含
ま
れ
な
い
と

い
う
理
由
で

（後
述
）
派
遣
労
働
の
対
象
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
主
に
経
済
界
の
主
張
に
対
応
す
る
も
の

で
あ

っ
た

（注
８
）。
介
護
保
険
の
設
計
に
あ
た
っ
て

は
、
こ
う
し
た
労
働
政
策
の
変
化
が
背
景
と
な
っ
て

い
た
。

介
護
保
険
で
も
、
公
的
介
護
を
民
間
事
業
に
委
託

す
る
た
め
に
、
サ
ー
ビ
ス
主
体
と
な
る
訪
間
介
護

ヘ

ル
パ
ー
を
非
正
規
雇
用
化
し
て
、
人
件
費
抑
制
に

よ
っ
て
事
業
所
の
利
益
を
確
保
す
る
構
想
が
採
用
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
早
く
か
ら

多
く
の
論
者
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
主
体
と
な
る
労

働
者
の
待
遇
を
確
保
す
る
こ
と
で
サ
ー
ビ
ス
の
質
を

維
持

・
向
上
さ
せ
て
事
業
の
長
期
的

・
持
続
的
な
成

長
を
図
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

利
潤
確
保
優
先
の
制
度
設
計
を
厳
し
く
批
判
し
て
い

た

（注
９
）。
日
本
社
会
が
急
速
に
高
齢
化
す
る
中
で
、

公
的
介
護
の
重
要
性
の
論
議
は
高
ま

っ
て
い
た
が
、

政
府
は
、
こ
れ
に
対
し
て
経
済
界
が
主
唱
す
る
規
制

緩
和
論
に
依
拠
し
て
介
護
保
険
制
度
を
通
じ
て
介
護

事
業
の
民
営
化
を
進
め
、
そ
の
た
め
に
介
護
労
働
者

の
非
正
規
雇
用
化
の
推
進
を
強
行
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
日
本
が
モ
デ
ル
と
し
た
と
さ

れ
る
ド
イ
ツ
介
護
保
険
と
も
大
き
く
異
な
る
も
の
で
、

世
界
で
も
類
例
の
な
い
日
本
独
自
の
異
形
な
制
度
設

計
で
あ

っ
た
。

国
際
労
働
規
範
に
逆
行
す
る

介
護
保
険
法
の
立
法
構
想

介
護
保
険
法
が
制
定

・
施
行
さ
れ
た
時
期
に
、
世

界
で
は
規
制
緩
和
を
進
め
る
日
本
と
は
対
照
的
な
動

き
が
強
ま
っ
て
い
た
。
１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
Ｉ

Ｌ
Ｏ
だ
け
で
な
く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（経
済
開
発
協
力
機

構
）
は
、
新
自
由
主
義
的
政
策
が
も
た
ら
し
た
労
働

。

社
会
分
野
に
お
け
る

「格
差
」
と

「貧
困
」
の
克
服

へ
大
き
く
転
換
し
た
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
１
９
９
４
年
、

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
条
約

（１
７
４
号
）」
を
採
択

し
て

「非
標
準
雇
用
」
の
弊
害
規
制
に
踏
み
出
し
た
。

さ
ら
に
、
１
９
９
８
年
、
「労
働
に
お
け
る
基
本
原

則
及
び
権
利
に
関
す
る
宣
言
」
を
採
択
し
た
が
、
こ

の
宣
言
は
、
「グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
挑
戦
」
に
対
抗
す

る
上
で
、
す
べ
て
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
加
盟
国
が
社
会
進
歩
と

富
の
公
平
な
分
配
の
た
め
に
、
条
約
批
准
と
は
無
関

係
に
加
盟
自
体
で
、　
一
定
の
基
本
的
価
値
の
実
現
に

取
り
組
む
義
務
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。　
　
　
　
　
　
一

１
９
９
８
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
は
、
フ
ア
ン
・
ソ
　
　
ー４

マ
ビ
ア
事
務
局
長
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
使
命
が
労
働
の
世
　
　
一

界
に
お
い
て
人
々
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
改
善
す

る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
大
変
革
の
時
代
に
お
い
て

「デ

イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク

（鮎
８
８
［
１
０
井
）
」

の

た
め
の
持
続
的
機
会
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
今
後

の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
主
要
目
標
で
あ
る
と
提
起
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
①
労
働
に
お
け
る
基
本

的
原
則
お
よ
び
権
利
、
②
雇
用
、
③
社
会
的
保
護
、

④
社
会
的
対
話
の
４
つ
を
戦
略
目
標
と
し
て
提
示
し

た
。
こ
の
時
期
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
提
起
し
た
新
た
な
方
向

は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
活
動
の
基
本
目
的
、
基
本
構
造
を
大

き
く
転
換
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
。
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日
本
政
府
も
、
加
盟
国
と
し
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
重
大
な
方

向
転
換
の
意
義
を
踏
ま
え
て
国
内
法
の
制
定
や
改
正

を
行
う
義
務
を
負

っ
た
の
で
あ
る

（注
１０
）。

し
か
し
、
こ
の
時
期
、
日
本
は
逆
方
向
の
労
働
法

政
策
を
採
用
し
た
。
例
え
ば
、
１
９
９
４
年
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
が

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
条
約
」
（第
１
７
５
号
）

を
採
択
し
た
。
同
条
約
で
は
、
同
じ
業
務
を
担
当
す

る
常
用
労
働
者
と
の
時
間
比
例
の
均
等
待
遇
を
定
め
、

労
働
者
が
不
公
正
な
差
別
を
受
け
な
い
こ
と
が
基
本

と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
は
、
前
年
の
１
９

９
３
年
に

「均
等
待
遇
」
規
定
を
欠
い
た

「短
時
間

労
働
者
の
雇
用
管
理
改
善
法
」
（
い
わ
ゆ
る

「
パ
ー

ト
労
働
法
」
）
を
制
定
し
た

（注
じ
。
条
約
の
採
択

後
で
は
、
均
等
待
遇
抜
き
の
法
律
制
定
が
難
し
く
な

る
の
で
、
低
賃
金
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
利
用
を
戦

略
化
し
て
い
た
経
済
界
の
要
望
に
応
え
る

一
方
、
国

際
信
義
に
反
す
る
立
法
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
日

本
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
同
じ
業
務
を
担
当
す

る
常
用
雇
用
労
働
者

（正
社
員
）
と
の
間
に
大
き
な

賃
金
格
差
が
あ
り
、
通
常
は
相
互
の
転
換
が
認
め
ら

れ
ず
、
「身
分
差
別
」
的
と
も
言
え
る
雇
用
形
態
と

し
て
固
定
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
介
護
保
険
制
度
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
目
指
す

「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
」
と
は
対
極
に
あ
る
、

非
正
規
雇
用
形
態
の
「日
本
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」

を
前
提
に
、
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
を
制
度
を
支
え
る

主
力
従
事
者
と
し
て
設
計
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
提
起
し
た
目
標
に
相
反
す
る
立
法
構

想
で
あ
り
、
国
際
的
信
義
に
惇
る
対
応
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
で
、
介
護
保
険
法
制
定
は
、
「
日
本
国
が
締

結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ

を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
す
る

憲
法
第
９８
条
第
２
項
に
抵
触
す
る
立
法
行
為
で
あ

っ

た
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
看
護
職
員
条
約
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
た
介
護
労
働
者

険
法
に
よ
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
介
護
労

働
者
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

欧
米
諸
国
で
は
、
個
人
の
居
宅
内
で
働
く

「家
事

労
働
者

（ヽ
ｏ
日
①∽〓
ｏ
ｌ
ｏ
井
ｏじ
」
が
高
齢
者
ケ
ア
に

当
た
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
こ
の
よ

う
な
家
事
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
１
年
に

「家
事
労
働
者
条
約
」
（第
１
８
９
号
）
を
採
択
し
た
。

こ
の
区
別
か
ら
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
公
的
制
度
に
基
づ

い
て
介
護
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
在
宅
介
護
に
あ
た

る
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
は
、
明
ら
か
に

「看
護
職
員

（日
あ
〓
∞
づ
①あ
８
●
ｏ】）」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

日
本
政
府
は
、
介
護
従
事
者
を
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
（第
　
　
１５

１
４
９
号
）
第
１
条
が
定
め
る

「看
護
職
員
」
に
該
　
　
一

当
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
制
度
設
計
を
す
る
べ
き

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
政
府
は
、
「看
護
」

を
狭
く
捉
え
て
そ
こ
か
ら

「介
護
」
を
意
識
的
に
分

離
し
て
、
医
療
に
お
け
る

「看
護
師
」
と
は
異
な

っ

て
、
専
門
性
や
労
働
条
件
面
で
よ
り
低
い
水
準
の
労

働
と
し
て

「介
護
労
働
者
」
概
念
を
前
提
に
し
た
制

度
設
計
を
選
択
し
た
の
で
あ
る

（注
じ
。

た
だ
、
「介
護
労
働
者
」
を

「看
護
職
員
」
か
ら

排
除
す
る
日
本
の
法
制
度
は
、
大
き
な
矛
盾
を
内
包

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の

一
つ
は
、
「看
護
職
員

条
約
」
（第
１
４
９
号
）
の
批
准
が
論
理
必
然
的
に

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
介
護
保
険
法
制
定
の
２０
年
前
に
あ
た

る
１
９
７
７
年
に

「看
護
職
員
条
約
」
（第
１
４
９

号
）
を
採
択
し
た
。
同
条
約
は
、
第
１
条
で
、
「看

護

職

員

（日
あ
∬

ｏ
３

８
１

）
」

に

は
、

看

護

（日
【∽∬

目

①）

ま

た

は
看

護

業

務

（・
５

訂

∽①■
８
∽）
を
提
供
す
る
全
て
の
範
疇

（８
一ｏ∞
ｏ
■
ｏ∽）

の
人
々
を
含
む
と
規
定
し
て
、
条
約
の
適
用
対
象
者

と
し
て
い
る

（注
じ
。
そ
し
て
、
こ
の
看
護
職
員
に
、

職
業
訓
練
、
専
門
性
、
国
内
の
他
の
労
働
者
と
同
等

以
上
の
労
働
条
件
、
安
全
衛
生
な
ど
に
つ
い
て
の
規

制
を
各
国
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
が
広

く
捉
え
て
定
義
し
た

「看
護
職
員
」
に
は
、
介
護
保
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困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
看
護
職
員
条
約

に
つ
い
て
は
、
医
療
界
を
中
心
に
批
准
を
求
め
る
声

が
少
な
く
な
い
が
、
同
条
約
批
准
の
た
め
に
は
、
介

護
労
働
者
を
看
護
職
員
と
し
て
条
約
の
対
象
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
国
内
法
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。

つ
ま
り
、
「看
護
師
」
と

「介
護
労
働
者
」
を

峻
別
し
な
い
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
趣
旨
を
正
確
に
踏
ま
え

て
、
介
護
労
働
者
に
も
、
同
条
約
が
定
め
る

「看
護

職
員
」
に
つ
い
て
の
国
際
労
働
基
準
を
適
用
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
政
府
の
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
の
国
際
的
に

異
常
な
対
応
は
、
最
近
、
改
め
て
明
ら
か
に
な

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
２
０
年
に

「変
化
す

る
経
済
に
お
け
る
ケ
ア
経
済
労
働
者
の
人
間
ら
し
い

労
働
に
関
す
る
調
査
」
を
行
い
、
各
国
に
報
告
を
求

め
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
各
国
に
は
、
ケ
ア
経
済
労

働
者
の
状
況
と
、
看
護
職
員
条
約
と
家
事
労
働
者
条

約
の
関
連
に
つ
い
て
の
報
告
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
報
告
な
ど
を
基
に
し
て
報
告
書

（「
ケ
ア

経
済
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
看
護
職
員
と
家
事
労

働
者
に
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
を
確
保
す
る
」）

が
作
成
さ
れ
、
２
０
２
２
年
の
第
１
１
０
回
総
会
に

提
出
さ
れ
た

（注
り
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
に
際
し

て
、
日
本
政
府
は
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪
問
介

護

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
を

「看
護
職
員
」
と
し
て
処
遇
せ

ず
、
劣
悪
な
状
態
に
置
い
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、

ま
と
も
に
回
答
で
き
な
か

っ
た

（注
１５
）。

第
２
章

介
護
保
険
制
度
運
用
と
国
の
規
制
権
限
不
行
使

介
護
保
険
は
、
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
介
護
労

働
者
の

「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
」
実
現
と
い
う

視
点
を
欠
い
て
設
計
さ
れ
た
が
、
２
０
０
０
年
４
月

に
施
行
さ
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
約
２４
年
間
に
、
国
が

介
護
労
働
者
、
と
く
に
、
そ
の
最
大
多
数
を
占
め
る

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
労
働
環
境
を
改
善
し
た
の
か

否
か
を
中
心
に
、
国
の
規
制
権
限
の
行
使

・
不
行
使

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

２
０
０
４
年
労
働
基
準
局
長
通
達
と

そ
の
意
義
（注
１６
）

０
　
通
達
の
背
景

２
０
０
０
年
４
月
の
介
護
保
険
施
行
以
降
、
訪
間

介
護
事
業
が
大
幅
に
増
加
し
た
が
、
事
業
者
の
な
か

に
は
、
「登
録
」
に
よ
る
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
を
、
「委

託

・
請
負
」
や

「ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
」
と
し
て
捉
え
る

な
ど
、
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
で
あ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち

「労
働
者
性
」
を
無
視
な
い
し
否

定
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
相
当

数
の
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
が
、
労
働
基
準
法
な
ど
が

定
め
る
最
低
基
準
の
労
働
条
件
を
適
用
さ
れ
な
い
と

い
う
深
刻
な
状
況
が
広
が
っ
て
い
た
。

②
　
通
達
の
内
容

厚
生
労
働
省
は
、
施
行
後
約
３
年
半
を
経
た
２
０

０
４
年
８
月
２７
日
に
な

っ
て
、
労
働
基
準
局
長
名
の

通
達

「訪
間
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保

に
つ
い
て
」
（基
発
第
０
８
２
７
０
０
１
号
）
（本
号

５７
頁
参
照
）
を
各
都
道
府
県
労
働
局
長
宛
に
発
出
し

た

（以
下
、
「
２
０
０
４
年
通
達
」
と
略
）
。
同
通
達

は
、
①
利
用
者
宅
で
の
単
独
業
務
で
使
用
者
の
指
揮

監
督
が
お
よ
び
に
く
い
こ
と
、
②
労
働
法
令
に
関
す
　
　
一

る
理
解
不
足
の
事
業
者
が
多
い
こ
と
か
ら
法
定
条
件
　
　
１６

の
適
正
な
確
保
に
欠
け
る
状
況
が
あ
る
と
し
、
「訪
　
　
一

間
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
遺
憾
」

の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

同
通
達
は
、
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
に
つ
い
て
雇
用

形
態
を
４
種
類

（①
フ
ル
タ
イ
ム
、
②
パ
ー
ト
タ
イ

ム
、
③
非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
④
臨
時
）
に
分

類
し
た
が
、
大
多
数
を
占
め
る
登
録

ヘ
ル
パ
ー
を

「非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
と
定
義
し
て
、

新
た
な
類
型
化
を
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
「非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
は
、
「利

用
者
か
ら
の
訪
間
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
込
み
に

連
動
し
て
、
月
、
週
又
は
日
の
所
定
労
働
時
間
が
非
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定
型
的
に
特
定
さ
れ
る
た
め
、
労
働
条
件
の
明
示
、

労
働
時
間
の
把
握
、
休
業
手
当
の
支
払
、
賃
金
の
算

定
等
に
関
し
て
、
労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
上
の
問

題
点
が
多
く
み
ら
れ
る
」
と
し
、
そ
の
労
働
条
件
改

善
を
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
「非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」

を
含
め
て

「訪
間
介
護
労
働
者
」
（介
護
保
険
法
に

基
づ
く
訪
間
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
訪
間
介
護
員

な
ど
）
は
、
「
一
般
的
に
は
使
用
者
の
指
揮
監
督
の

下
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
労
働
基
準
法
第
９
条
の
労

働
者
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
。

続
い
て
、
訪
間
介
護
労
働
者
を
め
ぐ
る
法
定
労
働
条

件
確
保
上
の
問
題
点
と
関
連
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
、

①
労
働
条
件
の
明
示
、
②
労
働
時
間
お
よ
び
そ
の
把

握
、
③
体
業
手
当
、
④
賃
金
の
算
定
、
⑤
年
次
有
給

体
暇
、
⑥
就
業
規
則
の
作
成

。
周
知
の
各
項
目
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
指
示
を
し
た
。

③
　
通
達
の
意
義
と
問
題
点

こ
の
通
達
は
、
次
の
よ
う
な
意
義
と
問
題
点
を
有

し
て
い
た
。

第

一
に
、
２
０
０
４
年
通
達
の
積
極
面
は
、
訪
間

介
護
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働

法
令
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
で
あ
る
こ
と

（労
働
者

性
）
を
明
確
に
認
め
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

法
施
行
後
に
見
ら
れ
た
現
場
や
、
各
地
の
労
働
基
準

監
督
署
の
対
応
で
の
混
乱
を
収
東
さ
せ
、
労
働
行
政

と
し
て
統

一
し
た
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
従
来
の
労
働
法
理
論
で
は
、
登
録
型
を
含
め

て
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の

「労
働
者
性
」
は
明
ら
か

で
あ

っ
た
。
労
働
行
政
が
依
拠
し
て
い
た
、
１
９
８

５
年
の

「労
働
基
準
法
研
究
会
報
告
」
が
示
し
た
判

断
基
準
に
よ
っ
て
も
、
使
用
者

（介
護
事
業
所
）
の

指
揮
命
令
を
受
け
、
報
酬
が
労
働
に
対
す
る
対
価
で

あ
る
介
護
労
働
者
は
、
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
を
合
め

て
、
当
然
に

「労
働
者
性
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ

っ
た
。
介
護
保
険
法
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
省
自

身
が
出
し
た
通
達
（平
成
Ｈ
年
９
月
１７
日
老
企
２５
号
）

で
も
、
「訪
間
介
護
と
は
、
雇
用
契
約
そ
の
他
の
契

約
に
よ
り
、
当
該
事
業
所
の
管
理
者
の
指
揮
命
令
下

に
あ
る
訪
間
介
護
」
と
し
て
お
り
、
介
護
労
働
者
が

事
業
所

（使
用
者
）
の
指
揮
命
令
下
で
働
く

「労
働

者
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

っ
た

（注
１７
）。
む

し
ろ
、
法
施
行
後
約
３
年
半
の
間
、
多
く
の
混
乱
を

生
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
は
責
任
を
問
わ
れ
る

べ
き
で
あ

っ
た
。

第
二
に
、
通
達
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た

「非
定
型

的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
は
、
従
来
か
ら
当
事

者
や
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
、
弊
害
の
多
い

「登
録

ヘ
ル
パ
ー
」
と
い
う
雇
用
形
態
を
そ
の
ま
ま

追
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
弊
害
を
無
く
し
て

抜
本
的
に
改
善
を
図
ろ
う
と
す
る
内
容
は
ま

っ
た
く

含
ま
れ
な
い
通
達
で
あ

っ
た
。
と
く
に
、
「非
定
型

的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
は
、
前
述
し
た
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
条
約
が
前
提
に
す
る
均
等
待
遇
を
前
提
に
し
た

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
は
異
な
り
、
均
等
待
遇
保
障

が
な
い

「日
本
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
の
欠
陥
を

そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
た
。

第
二
に
、
「非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」

は
、
週

・
月
を
単
位
と
し
た

「勤
務
表
」
に
基
づ
い

て
シ
フ
ト
勤
務
を
す
る

「
シ
フ
ト
制
労
働
」
と
い
う

面
を
も

っ
て
い
た
。
「
シ
フ
ト
制
労
働
」
で
も
、
病
院
、　
　
一

消
防
署
、
製
造
工
場
な
ど
、
２４
時
間
の
交
替
勤
務
を
　
　
１７

前
提
に
し
た
職
場
で
導
入
さ
れ
る
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
　
　
一

シ
フ
ト
制
労
働
者
と
は
異
な
り
、
「非
定
型
的
パ
ー

ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
は
、
長
時
間
の

「疑
似
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
」
と
は
異
な
り
、
「僅
少
時
間
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
」
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
欧
米
で
の

「
オ
ン
コ
ー
ル
労
働
」
「
ゼ
ロ
時
間

契
約
」
な
ど
と
共
通
し
て
狭
義
の

「業
務
」
の
必
要

に
合
わ
せ
て
労
働
時
間
を
決
め
る
、
新
た
な
非
正
規

雇
用
類
型
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
勤
務
表
ご
と
に
労

働
時
間
が
確
定
す
る
た
め
、
労
働
と
生
活
の
時
間
が

不
確
定
な
働
き
方
と
な
り
、
労
働
基
準
法
が
定
め
る

「労
働
条
件
明
示
義
務
」
に
反
し
て
い
る
。
ま
た
、
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週

。
月
の
最
低
保
証
時
間
や
変
更

・
取
消
の
最
低
予

告
時
間
な
ど
の
核
心
的
事
項
の
明
示
を
求
め
て
い
な

い
。
要
す
る
に
、
２
０
０
４
年
通
達
は
、
経
営
側
の

要
望
に
応
え
る
形
で
従
来
の
行
政
解
釈
を
緩
和
す
る

だ
け
で
あ
っ
た

（注
じ
。

第
四
に
、
２
０
０
４
年
通
達
は
、
労
働
時
間
を
、

利
用
者
宅
で
の
実
労
働
時
間
以
外
に
も
拡
大
し
た
が
、

実
態
と
適
合
し
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
通

達
で
は
、
利
用
者
宅
や
事
業
所
間
の

「移
動
時
間
」

を
労
働
時
間
と
し
た
が
、
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
の
自

宅
と
事
業
所
や
利
用
者
宅
間
の
移
動
時
間
や
、
利
用

者
宅

へ
の
移
動
前
後
の
待
機
時
間
は
対
象
と
さ
れ
ず
、

ま
た
、
訪
問
介
護
に
伴
う
実
際
の
時
間
の
か
な
り
の

割
合
を
占
め
る

「付
帯
労
働
時
間
」
に
つ
い
て
は
、

労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い

（注

１９
）。第
五
に
、
法
律
改
正
や
新
た
な
省
令
に
よ
っ
て
違

反
し
た
使
用
者

（事
業
所
）
を
罰
則
な
ど
の
法
的
強

制
力
を
も
っ
て
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
都
道
府
県

な
ど
行
政
機
関
宛
て
の

「通
達
」
と
い
う
形
式
が
選

択
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
軟
弱
な
対
応
が
、

法
違
反
の
状
態
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
是
正
で
き
な

い
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
労
働
行
政
・労
働
監
督

厚
労
省
は
、
２
０
０
９
年
、
２
０
２
１
年
に
２
０

０
４
年
通
達
内
容
の
周
知
徹
底
を
求
め
る
文
書
を
発

出
し
て
、
厚
労
省
自
ら
通
達
の
不
十
分
さ
を
認
め
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
。　
・

０
　
２
０
０
９
年
通
達

厚
生
労
働
省
は
、
労
働
基
準
局
長
名
で
、
２
０
０

９
年
４
月
１
日
、
「介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確

保

。
改
善
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
２１
年
４

月
１
日
，
基
発
第
０
４
０
１
０
０
５
号

）
を
発
出
し

た
。
同
通
達
は
、
「基
本
的
な
考
え
方
」
と
し
て
、
「介

護
保
険
法
施
行
以
来
、
労
働
者
と
事
業
場
の
数
は
い

ず
れ
も
大
き
く
増
加
し
た
が
、
中
に
は
、
労
働
基
準

関
係
法
令
や
労
務
管
理
に
関
す
る
理
解
が
十
分
で
な

い
事
業
場
も
少
な
く
な
い
」
こ
と
、
そ
し
て
、
「依

然
と
し
て
、
労
働
時
間
、
割
増
賃
金
、
就
業
規
則
等

に
係
る
法
違
反
が
多
く
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
衛
生
管

理
体
制
が
未
整
備
で
あ
る
な
ど
、
労
働
条
件
の
基
本

的
な
枠
組
み
が
確
立
し
て
い
な
い
事
業
場
が
多
い
」

こ
と
を
指
摘
し
、　
一
方
で
、
介
護
労
働
者
の
離
職
率

が
高
く
、
人
材
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
、
介
護
労
働

問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
て

い
る
。

し
か
し
、
本
通
達
は
、
行
政
機
関
と
し
て
類
例
が

な
い
ほ
ど
に
深
刻
な
現
状
を
述
べ
て
い
る
が
、
内
容

的
に
は
、
２
０
０
４
年
通
達
と
大
き
く
変
わ
ら
ず
、

労
働
基
準
法
適
用
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
初
歩
的
な

再
確
認
に
止
ま

っ
て
い
る
。
介
護
保
険
が
生
み
出
し

た
、
「
非
定
型
パ
ー
ト
タ
イ
ム

ヘ
ル
パ
ー
」
な
ど
の

劣
悪
雇
用
形
態

の
濫
用
規
制
な
ど
の
構
造
的
問
題

ヘ

の
言
及
は
な
か

っ
た

（注
２０
）。

②
　
２
０
２
１
年
通
達

厚
生
労
働
省
は
、
さ
ら
に
２
０
２
１
年
１
月
１５
日
、

労
働
基
準
監
督
課
長
名
で

「訪
問
介
護
労
働
者
の
移
　
　
一

動
時
間
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（基
監
発
０
１
１
　
　
１８

５
第
１
号
、
老
認
発
０
１
１
５
第
２
号
）
を
発
出
し
　
　
一

た
。
こ
の
通
達
は
、
移
動
時
間
な
ど
に
限
定
し
た
内

容
で
、
「未
だ
に
訪
間
介
護
労
働
者
の
移
動
時
間
や

待
機
時
間
を

一
律
に
労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱

っ
て

い
な
い
事
業
者
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、

２
０
０
４
年
通
達
が
示
し
た
事
項
の
中
で
、
①
移
動

時
間
及
び
待
機
時
間
、
②
体
業
手
当
、
③
賃
金
額
の

変
更
の
３
点
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

労
働
行
政
・労
働
を
め
ぐ
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
新
方
向

ｍ
〕

「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」
と

労
働
行
政

ｏ
労
働
監
督
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第
１
章
で
述
べ
た
通
り
、
介
護
保
険
法
が
施
行
さ

れ
た
時
期
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
「デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー

ク
を
実
現
す
る
た
め

の
課
題
」
（∪
８
８
一
ヨ
ｏ
寿

＞
∞
８
計
）
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
、
２
０
０
２
年

の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
は

「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
と

イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済

（〓
♂
目

』
ｏ８
８
８
Ч
）
」

に
関
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
は
、
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
」
の
中
で
、
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク

に
反
す
る
状
況
が
、
開
発
途
上
国
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
以
外
の
国
で
も

「
サ
ー
ビ
ス
部
門
」
で
拡
大
し
て

き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

と
い
う
概
念
を
新
た
に
提
起
し
て
、
各
国
の
労
働
尊

重
を
欠
い
た
規
制
緩
和
政
策
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

こ
の
決
議
に
よ
れ
ば
、
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
に

反
す
る

「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」
と
し
て
、
次
の

２
種
類
が
提
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
①
特
定
の
労
働

状
況
を
対
象
と
す
る
法
的
規
定
が
な
い
場
合

（法
規

制
不
存
在
）
と
、
②
適
用
さ
れ
る
労
働
基
準
は
存
在

す
る
が
、
完
全
に
ま
た
は
部
分
的
に
無
視
さ
れ
、
法

規
が
遵
守
さ
れ
な
い
た
め
に
使
用
者
の
義
務
が
果
た

さ
れ
ず
、
労
働
者

の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

（法
規
制
不
遵
守
）
で
あ
る

（注
こ
。

次
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
「
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

に
対
抗
し
て
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る

た
め
に
、
労
働
行
政

（Ｆ
げ
ｏ
贅

ａ
ユ
ユ
∽質
■
８
）
、

中

で
も

「
労
働
監
督

（Ｆ
げ
ｏ
負

〓
∽ｏ
①
ａ
８
）」

の

重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
新
た
な
役
割
に
つ
い
て
議

論
を
進
め
た
。
２
０
０
６
年
の
第
９５
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会

は
、
労
働
監
督
に
関
す
る

一
般
調
査
を
議
題
と
し
、

デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本

手
段
と
し
て
の
労
働
監
督
の
意
義
を
確
認
し
た
。
そ

こ
で
は
、
「
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
の
労
働
者
に
労

働
法
の
保
護
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
発
展
途
上
国
お

よ
び

一
部
の
先
進
国
の
労
働
行
政
が
直
面
す
る
主
な

課
題
の

一
つ
で
あ
る
」
と
し
、
最
前
線
に
い
る
監
督

官
は
、
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済

へ
の
健
全
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
、
「
こ
の
部
門
の
雇
用
創
出
の
可
能

性
を
保
護
し
つ
つ
、
零
細

・
小
規
模
企
業
が
事
業
を

正
式
化
す
る

（♂
ロ

キ
Ｎの）

の
を
容
易
に
す
る
戦

略
が
必
要
」
と
し
て
い
る

（注
２２
）。

さ
ら
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
０
８
年
６
月
１０
日
の
総

会
で
、
「公
正
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

の
社
会
正
義
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
言
」
を
全
会

一
致

で
採
択
し
た
。
こ
の
宣
言
は
、
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
強
く
支
持
し
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
完
全
か

つ
生
産
的
な
雇
用
及
び
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
と

い
う
目
標
を
、
関
連
す
る
国
内
的

。
国
際
的
政
策
の

主
た
る
目
的
と
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
こ
と
を
表
明

し
た
。
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
の
実
現
に
向
け
て

は
、
①
雇
用
促
進
、
②
社
会
保
護
、
③
社
会
対
話
、

④
労
働
に
お
け
る
基
本
原
則
と
権
利
の
尊
重
と
い
う

４
つ
の
戦
略
目
標
を
示
し
た
。
と
く
に
、
④
で
は
、

「雇
用
関
係
の
認
定
、
良
好
な
労
使
関
係
の
促
進
及

び
効
果
的
な
労
働
監
督
制
度
の
構
築
な
ど
、
労
働
法

及
び
制
度
を
効
果
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
」
を
指
摘

し
て
い
る

（注
２３
）。

②
一　
雇
用
の
変
化
と
労
働
監
督
の
新
た
な
課
題

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
１
１
年
の
第
１
０
０
回
総
会
で

「労
働
行
政

・
労
働
監
督
」
を
議
題
と
し
て
討
議
し
た
。

総
会

に
提
出
さ
れ
た
事
務
局

の
報
告
書
は
、
「
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
労
働
者
の
移
動
性
の
増
大
　
　
一

と
、
労
働
者
保
護
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
雇
用
関
係
　
　
１９

を
偽
装
し
か
ね
な
い
多
様
な
勤
務
形
態
の
た
め
に
、　
　
　
一

労
働
省
お
よ
び
監
督
機
関
の
保
護

・
執
行
機
能
は
特

に
課
題
に
直
面
し
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
、

２
０
０
６
年
に
採
択
さ
れ
た
「雇
用
関
係
」
勧
告

（第

１
９
８
号
）
を
重
視
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
の
勧
告
第
１
９
８
号
は
、
委
託
や
請
負
契
約
に
よ

る
自
営
業
を
偽
装
し
て
、
労
働
法
や
社
会
保
障
法
の

適
用
回
避
を
目
的
と
し
た

「偽
装
雇
用

（摯
∽∞Ｌ
∽＆

ｏ８
■
ｏЧ
８
ｏＲ
）」
慣
行
に
対
し
て
、
労
働
監
督
が
社

会
保
障

・
税
務
行
政
当
局
と
連
携
し
て
雇
用
関
係
に

関
す
る
法
令
の
尊
重
と
実
施
確
保
す
る
措
置
を
求
め

て
い
た
。
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さ
ら
に
、
報
告
書
は
、
新
た
な
雇
用
形
態
、
外
注

化

（ｏ
鰊
∽８
８
〓
∞
）
、
複
雑
な
サ
プ
ラ
イ

・
チ

ェ
ー

ン
に
よ
り
、
従
業
員
が
実
際
の
使
用
者

（①Ｂ
Ｌ
ｏЧ
①【）

の
身
元
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
監
督
官
の
日
常

業
務
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「客
観
的
に
曖
味
な
、
あ
る
い
は
偽
装
さ

れ
た
雇
用
関
係
に
あ
る
労
働
者
に
対
す
る
労
働
監
督

の
可
能
性
」
に
つ
い
て
議
論
を
提
起
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
、
第
１
０
０
回
総
会

は
、
「労
働
行
政
及
び
労
働
監
督
に
関
す
る
決
議
」

を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
２２
で
、

各
国
で

「外
注
化
」
や

「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

な
ど
、
新
た
な
労
働
環
境
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
そ

の
中
で
、
労
働
監
督
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
詳
細

に
提
起
し
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「労
働
監
督
官

は
、
摘
発
が
困
難
な
事
業
場

（農
業

・
建
設
部
門
な

ど
）
、
雇
用
関
係
が
特
殊
な
事
業
場

（在
宅
勤
務

・

家
事
労
働
）、
識
別
が
困
難
な
事
業
場

（新
た
な
雇

用
形
態
、
外
部
委
託
、
複
雑
な
サ
プ
ラ
イ

・
チ
ェ
ー

ン
）
で
労
働
法
を
遵
守
さ
せ
る
と
い
う
難
題
に
直
面

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
６
年
の

雇
用
関
係
勧
告

（第
１
９
８
号
）
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
」
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
ー７
）
と
い
う
項
目
で
あ
る

（注
２４
）。

０
一　
ｌ
Ｌ
Ｏ
の
動
向
が
与
え
る

日
本
の
介
護
労
働

へ
の
示
唆

以
上
の
通
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
日
本
の
介
護
保
険
法

の
設
計
、
施
行
と
ほ
ぼ
同
時
期

（１
９
９
０
年
代
後

半
か
ら
２
０
１
０
年
代
）
に
、
「経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
」
が
生
み
出
し
た
、
労
働
を
め
ぐ
る
新
た
な
変

化
の
状
況
に
対
し
て
、
「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
」

の
実
現
を
提
起
し
、
「
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
に

対
抗
す
る
戦
略
目
標
を
具
体
化
し
て
き
た
。
こ
の
動

向
は
、
日
本
の
介
護
労
働
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え

て
い
る
。
以
下
、
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第

一
に
、
日
本
の
介
護
保
険
に
よ
る
介
護
事
業
は
、

「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
」
の
視
点
か
ら
は
、
「イ

ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

２
０
０
９
年
通
達
で
国

（厚
生
労
働
省
）
自
身
が
認

め
る
よ
う
に
、
業
界
全
体
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少

な
く
な
い
介
護
事
業
所
が
法
遵
守
を
し
て
い
な
い
こ

と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が

２
０
０
２
年
総
会
で
示
し
た

「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経

済
」
の
定
義
で
は
、
「事
業
者
が
労
働
基
準
の
内
容

や
存
在
さ
え
知
ら
な
い
か
、
知

っ
て
い
て
も
費
用
負

担
を
回
避
す
る
た
め
に
法
規
を
遵
守
し
な
い
こ
と
を

意
図
的
に
決
定
し
て
い
る
場
合
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
国
は
、
日
本
の
介
護
業
界
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
言
う

「
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
に
転
落
し
て
い
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
日
本
政
府
自
身
が
、
制
度
設
計
か
ら
施

行
に
至
る
ま
で
、
介
護
事
業
所
を
法
遵
守
す
ら
困
難

な
状
況
に
追
い
や
っ
て
き
た
こ
と
は
重
い
事
実
で
あ

る
。
介
護
保
険
制
度
を
通
じ
て
、
「官
か
ら
民

へ
」

と
い
う
政
策
の
一
環
と
し
て
民
間
委
託

（外
注
）
化

が
推
進
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
国
、
自
治
体
が
主
体

と
な
る
公
的
な
福
祉
事
業
を
、
営
利
目
的
の
民
間
事

業
者
を
含
め
た
介
護
事
業
所
に
委
託
し
た
が
、
国
は
、

費
用
負
担
や
制
度
の
枠
組
み
設
定
と
そ
の
修
正
な
ど

の
基
本
は
依
然
と
し
て
支
配
的
な
立
場
に
あ
る
。
介
　
　
一

護
事
業
所
の
多
く
が
零
細
規
模
で
あ
り
、
従
業
員
　
　
２０

（介
護
労
働
者
）
の
労
働
条
件
改
善
の
当
事
者
能
力
　
　
一

が
乏
し
い
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
は
、
事
実
上
、
介

護
報
酬
な
ど
通
じ
て
政
府
が
賃
金
引
き
上
げ
な
ど
改

善
を
決
定
し
得
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る

。Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
１
１
年
の
総
会
決
議
で
、
労
働

法
遵
守
を
阻
む
要
因
と
し
て
、
「新
た
な
雇
用
形
態
」
、

「外
部
委
託
」
、
「複
雑
な
サ
プ
ラ
イ

ｏ
チ

ェ
ー
ン
」

の
広
が
り
を
挙
げ
て
い
る
。
「外
注
化
」
「下
請
構
造
」

で
は
、
労
働
条
件
を
実
質
的
に
決
定
で
き
る
使
用
者

が
、
直
接
の
雇
用
関
係
に
あ
る
事
業
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
と
い
う
弊
害
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
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介
護
事
業
で
も
、
事
業
委
託
者
で
あ
り
、
ま
た
、
政

策
主
体
と
し
て
、
事
実
上
の
支
配
力
を
有
す
る
国
が
、

現
場
で
働
く
介
護
労
働
者
の
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー

ク
実
現
の
た
め
に
規
制
権
限
行
使
の
責
任
を
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

に
対
抗
す
る
労
働
行
政
、
と
く
に
労
働
監
督
の
重
要

な
役
割
を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
介
護

保
険
に
よ
る
介
護
事
業
で
は
、
同
じ
政
府
が
、
事
業

運
営
と
労
働
監
督
の
主
体
と
し
て
、
相
反
す
る
二
つ

の
立
場
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
て
い

る
。
事
業
運
営
面

で
は
、
介
護
業
界
を

「
イ

ン

フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
」
化
し
た
点
で
責
任
を
問
わ
れ
る

立
場
に
あ
る

一
方
、
デ
イ
ー
セ
ン
ト

ｏ
ワ
ー
ク
実
現

の
た
め
に
法
令
不
遵
守
の
介
護
事
業
者
を
監
督
す
る

労
働
行
政
の
責
任
を
負
う
立
場
で
あ
る
。
日
本
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
労
働
監
督
条
約

（第
８１
号
）
を
批
准
し
て
い

る
が
、
同
条
約
は
、
司
法
の
独
立
や
裁
判
官
の
独
立

と
同
様
に
、
労
働
監
督
に
つ
い
て
も
不
当
な
圧
力
や

影
響
を
受
け
な
い
た
め
に

「監
督
職
員
は
、
分
限
及

び
勤
務
条
件
に
つ
い
て
、
身
分
の
安
定
を
保
障
さ
れ
、

且
つ
、
政
府
の
更
迭
及
び
不
当
な
外
部
か
ら
の
影
響

と
無
関
係
で
あ
る
公
務
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
、
監
督
官
の
身
分
的
独
立
を
求
め
て
い
る

（同
条

約
第
６
条
）
。
こ
の
条
約
の
趣
旨
か
ら
は
、
厚
生
労

働
省
が

一
方
で
は
、
介
護
事
業
運
営
主
体
で
あ
り
な

が
ら
、
他
方
で
、
労
働
基
準
法
遵
守
を
求
め
る
労
働

監
督
主
体
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

公
正
さ
を
疑
わ
ぎ
る
を
得
な
い
行
政
組
織
の
あ
り
方

で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
労
働
監
督
条
約
が
求
め
る

「監

督
官
の
身
分
的
独
立
」
の
原
則
の
趣
旨
に
反
し
て
い

る
と
考
え
る
。
訪
問
介
護
労
働
を
め
ぐ
る
事
業
所
の

法
不
遵
守
が
蔓
延
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長

く
効
果
的
な
改
善
が
で
き
な
い
要
因
に
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

条
約
に
抵
触
す
る
労
働
監
督
組
織
の
あ
り
方
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
は
、
こ
う
し
た
二
律

背
反
的
な
行
政
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
改
善
の
た
め

の
法
改
正
な
ど
適
切
な
規
制
権
限
を
行
使
し
て
こ
な

か
っ
た
。

第
四
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

に
対
し
て
、
単
に
個
別
の
申
告
に
応
じ
る
監
督
だ
け

で
は
な
く
、
声
を
上
げ
に
く
い

「保
護
さ
れ
な
い
労

働
」
に
従
事
す
る
労
働
者
が
属
す
る
部
門
や
業
界
を

対
象
と
し
て
、
特
別
の

「計
画
」
に
基
づ
い
た
積
極

的

・
組
織
的
な
労
働
監
督
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、

介
護
保
険
法
施
行
後
、
介
護
労
働
を
対
象
と
す
る
特

別
監
督
は
、
き
わ
め
て
少
な
い

（注
２５
）。
こ
の
点
で
、

本
件
訴
訟
第

一
審
の
東
京
地
裁
は
、
個
別
の
申
告
が

無
か
っ
た
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
規
制
権
限
不

行
使
が
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
が
、
こ
れ
は
、
「
イ

ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」
な
ど
の
場
合
に
は
、
計
画
的

な
積
極
的
労
働
監
督
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
Ｉ
Ｌ
Ｏ

の
指
摘
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
明
ら
か
に
誤

っ
た
判

断
で
あ
る
。

第
３
章

結
論
―
介
護
従
事
者
保
護
に
関
す
る
国
の
規

制
権
限
不
行
使

以
上
、
介
護
保
険
法
に
よ
る
訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

の
労
働
を
め
ぐ
る
国
の
責
任
を
中
心
に
検
討
し
て
き

た
が
、
最
後
に
、
要
約
的
に
以
下
の
３
点
を
指
摘
し

て
結
論
と
し
た
い
。

第

一
に
、
介
護
保
険
は
、
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
従
事

者
で
あ
る

「訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
」
を
、
「登
録

へ

ル
パ
ー
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
安
定

。
劣
悪
条
件

の
非
正
規
雇
用
形
態
に
固
定
し
て
働
か
せ
る
こ
と
を

前
提
に
、
国
が
主
導
し
て
制
度
設
計
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
同
時
期
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
進
め
て
い
た

「人
間
ら
し

い
労
働
」
実
現
を
各
国
政
府
に
求
め
て
い
た
時
期
で

あ
っ
た
が
、
日
本
の
介
護
労
働
に
対
す
る
対
応
は
、

国
際
的
な
労
働
人
権
保
障
の
動
向
と
は
真
逆
の
も
の

で
あ
り
、
主
要
加
盟
国
の
日
本
と
し
て
は
国
際
信
義

に
背
く
対
応
で
あ

っ
た
。

他
方
、
既
に
１
９
７
７
年
に
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ

-21-
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「看
護
職
員
条
約
」
（第
１
４
９
号
）
と

「看
護
職
員

勧
告
」
（第
１
５
７
号
）
は
、
看
護
師
だ
け
で
な
く
、

看
護

（ロ
ユ
品

８
８
）
ま
た
は
看
護

サ
ー
ビ

ス

（ロ
ユ
配

∽①■
８
）
を
担
当
す
る
、
す
べ
て
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
人
を
合
め
て
、
き
わ
め
て
広
い

「看
護

職
員

（日
●
●
∞
づ
ｏあ
ｏ
目
の中）
」
を
対
象
と
し
て
、

そ
の
労
働
条
件
保
障
な
ど
に
つ
い
て
の
国
際
基
準
を

採
択
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
政
府
は
、
介
護

保
険
の
設
計
段
階
で
、
こ
う
し
た
国
際
基
準
の
広
い

「看
護
職
員
」
概
念
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
「介
護
」

を

「看
護
」
か
ら
分
離
し
て
、
よ
り
劣
悪
な
待
遇
や

低
い
専
門
性
の

「介
護
労
働
」
を
制
度
的
に
固
定
化

し
て
し
ま

っ
た
。
日
本
が
看
護
職
員
条
約
を
将
来
的

に
批
准
す
る
た
め
に
は
、
「看
護
」
を
広
く
捉
え
、
「合

理
的
看
護
職
員
構
造
」
を
導
入
し
て
い
る
ド
イ
ツ
や

デ

ン
マ
ー
ク
な
ど
の
諸
国
の
議
論
や
制
度
を
学
ぶ
こ

と
が
必
要
で
あ
る

（注
２６
）。

要
す
る
に
、
介
護
保
険
制
度
の
設
計
は
、
日
本
政

府
も
賛
成
し
て
き
た
、
「デ
イ
ー
セ
ン
ト

ｏ
ワ
ー
ク

（計
８
臓

ｌ
ｏ
井
）
」
を
実
現
す
る
と
い
う
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

基
本
目
標
に
反
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
的
に
は
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
の
国
際
基
準
な
ど
に
基
づ
く
、
良
好
な
労
働
条

件
の
保
障
を
定
め
る
国
際
人
権
規
約

（Ａ
規
約
）
第

７
条
に
抵
触
し
て
い
た
。
そ
の
限
り
で
介
護
保
険
法

は
、
国
際
条
約
の
尊
重
を
定
め
る
憲
法
第
９８
条
２
項

に
反
す
る
立
法
行
為
で
あ

っ
た
。

第
二
に
、
介
護
保
険
法
の
施
行
段
階
で
は
、
国
は
、

一
方
で
は
、
自
治
体
や
事
業
者
を
指
導

・
管
理
し
、

公
的
な
費
用
負
担
を
す
る
介
護
事
業
の
推
進

ｏ
運
営

主
体
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
労
働
行
政
、
と
く

に
労
働
監
督

（労
働
基
準
監
督
な
ど
）
の
主
体
と
し

て
労
働
者
を
保
護
す
る
立
場
と
い
う
、
相
反
す
る
立

場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
は
、
介
護
労
働
者

の
保
護
が
適
切
に
行
わ
れ
、
人
間
ら
し
い
公
正
な
労

働
条
件
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
事
業
運
営
と
労
働
行

政

・
労
働
監
督
の
二
つ
は
大
き
く
矛
盾
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
厚
生
労
働
省
が
、
介
護
現
場
で
、
訪
問

介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
を
め
ぐ

っ
て
労
働
基
準
法

が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
実
情
の
改
善
を
求
め
て
、
２

０
０
４
年
、
２
０
０
９
年
、
２
０
２
１
年
に
繰
り
返

し
て
法
遵
守
を
求
め
る
通
達
を
発
出
し
た
。
こ
の
法

遵
守
を
求
め
る
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
通
達
が
反
復
さ
れ
た

こ
と
は
、
訪
問
介
護
労
働
者
の
劣
悪
な
労
働
環
境
が

法
施
行
約
２３
年
間
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
離
職
率
が
高
い
水
準

を
示
し
、
求
人
倍
率
も
都
市
部
で
は
異
常
な
高
さ
を

記
録
し
続
け
て
い
る
の
で
、
国

（厚
生
労
働
省
）
は
、

近
年
、
「介
護
人
材
の
確
保
」
を
重
要
な
政
策
課
題

に
挙
げ
て
い
る
。

こ
う
し
た
介
護
労
働
の
現
状
は
、
日
本
の
介
護
労

働
部
門
―
少
な
く
と
も
そ
の
相
当
な
割
合
が
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
の
言
う

「人
間
ら
し
い
労
働

（計
８
ニ

ー
ｏ
井
）
」

に
反
す
る

「
イ

ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済

（す
♂
目

』

ｏ
８
８
８
じ
」
に
該
当
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
０
２
年
の
総
会
で
、
「イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
の
問
題
を
提
起
し
、
各
国
に
必
要
な
対

応
を
求
め
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
で
介
護
労
働

部
門
の
相
当
な
部
分
が

「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」

化
し
た
原
因
に
は
、
労
働
尊
重
に
反
す
る
誤

っ
た
介

護
保
険
制
度
の
設
計

・
運
用
が
あ
っ
た
。
従

っ
て
、

国
に
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
提
起
を
受
け
て

「イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
化
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
適
切

な
規
制
権
限
を
行
使
す
べ
き
重
い
責
任
が
あ

っ
た
。

抜
本
的
に
は
、
制
度
設
計
自
体
の
修
正
が
必
要
で

あ
っ
た
が
、
国
は
、
訪
間
介
護

ヘ
ル
パ
ー
を
非
正
規

雇
用
と
し
て
就
労
さ
せ
る
基
本
設
計
を
変
更
す
る
立

法
改
正
な
ど
、
適
切
な
規
制
権
限
の
行
使
を
し
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
２
０
１
１
年
総
会

で
の

「労
働
行
政

・
労
働
監
督
決
議
」
な
ど
に
基
づ

い
て
、
「イ
ン
フ
オ
ー
マ
ル
経
済
」
や
「脆
弱
労
働
者
」

な
ど
声
を
上
げ
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、
個
々

の
申
告
に
応
じ
た
労
働
監
督
だ
け
で
な
く
、
プ

ロ
グ

ラ
ム
に
基
づ
く
能
動
的
な
監
督
を
提
案
し
て
い
た
。
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「
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
化
し
た
日
本
の
介
護
業

界
で
は
、
国
は
、
労
働
法
遵
守
を
求
め
る

「通
達
」

を
反
復
す
る
だ
け
で
な
く
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー

ク
実
現
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
、
達
成
目
標

を
設
定
し
た
集
中
的
計
画
的
な
労
働
監
督
が
必
要
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（注
２７
）。
し
か
し
、
国
は
、

介
護
労
働
現
場
の
惨
愴
た
る
状
況
を
認
識
は
し
て
い

た
が
、
計
画
的
能
動
的
な
労
働
監
督
や
、
法
令
改
正

に
よ
っ
て
規
制
権
限
を
行
使
す
る
責
任
を
果
た
さ
な

か
っ
た
。

第
二
に
、
介
護
労
働
部
門
で
の
深
刻
な
労
働
状
況

は
決
し
て
不
可
避
の
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的
な
努

力
に
よ
っ
て
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
国
が
適
切
な
立
法
を
含
む
規
制
権

限
を
行
使
す
る
責
任
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

介
護
業
界
と
同
様
に
、
建
設
業
界
は
、
最
近
ま
で

長
い
間
、
後
継
者
が
少
な
く
、
深
刻
な
人
材
確
保
難

に
直
面
し
て
き
た
。
そ
の
原
因
は
、
建
設
業
界
が
、

現
場
で
の
過
酷
な

「き
つ
い
・
汚
い
。
危
険
」
の

「
３

Ｋ
労
働
」
や
、
重
層
下
請
に
よ
る
不
安
定
で
劣
悪
な

労
働
条
件
、
社
会
保
険
不
加
入
の
蔓
延
な
ど
の
た
め

に
、
若
年
層
が
建
設
業

へ
の
就
職
を
避
け
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
外
国
人
労
働
の
導

入
の
試
み
も
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
点
で
は
、

現
在
の
介
護
部
門
と
建
設
部
門
の
労
働
は
、
か
な
り

近
似
し
た
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（注
２８
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
深
刻
な
状
況
の
ま
ま
で
は
、

建
設
業
自
体
が
持
続
的
に
存
立
で
き
な
い
こ
と
を
憂

慮
し
た
政
府

（国
土
交
通
省
）
、
経
営
者

（業
界
団
体
）
、

労
働
者

（関
連
労
働
組
合
）
が
協
議
し
、
建
設
業
界

で
の
労
働
改
善
の
た
め
の
努
力
が
結
実
し
、
近
年
に

な
っ
て
立
法
措
置
を
合
め
て
大
き
な
前
進
が
見
ら
れ

る
。
と
く
に
、
国
土
交
通
省
は
、
２
０
０
７
年
に
「建

設
業
法
令
遵
守
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、
建
設
業
に

お
け
る
労
働
法
令
の
不
遵
守
や
労
働

・
社
会
保
険
不

加
入
な
ど
、
従
来
、
建
設
業
界
の
恥
部
と
さ
れ
た
点

で
の
改
善
を
進
め
、
計
画
的
に
活
発
な
活
動
を
進
め

て
い
る

（注
２９
）。

こ
の
関
連
で
、
最
初
に
指
摘
し
た

「建
設
ア
ス
ベ

ス
ト
訴
訟

。
最
高
裁
判
決
」
は
き
わ
め
て
重
要
な
意

義
を
も
つ
判
決
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
は
、

建
設
業
に
お
い
て
、
現
場
労
働
者
の
安
全
を
無
視
し

た
利
益
優
先
の
経
営
に
よ
っ
て
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
が

発
生
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
直
接
雇
用
の
労
働
者
だ

け
で
な
く
、
重
層
下
請
な
ど
複
雑
な
就
労
形
態
で
働

い
て
い
た

「
一
人
親
方
」
を
含
め
た
安
全
管
理
の
責

任
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
世
界
各

国
の
安
全
法
令
の
改
善
に
比
較
し
て
、
適
切
な
対
応

を
遅
滞
な
く
し
な
か
っ
た
国
の
規
制
権
限
不
行
使
の

責
任
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
建
設
業

に
お
い
て
労
働
環
境
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
関
係
者

の
努
力
を
大
き
く
励
ま
す
も
の
で
あ
っ
た
。

建
設
業
に
類
似
し
て
人
材
確
保
が
困
難
に
な
っ
て

い
る
介
護
業
界
で
も
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
な
ど
の
デ
イ
ー
セ
ン

ト

・
ワ
ー
ク
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
国
際
動
向
を
も

踏
ま
え
た
改
善
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
本

件
訴
訟
で
、
裁
判
所
が
国
の
介
護
労
働
を
め
ぐ
る

誤

っ
た
制
度
設
計
と
、
そ
の
後
の
、
不
十
分
な
監
督

行
政
を
踏
ま
え
て
、
国
の
規
制
権
限
不
行
使
の
責
任

を
認
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

注１
　
朝
日
新
聞
２
０
２
３
年
１
月
１２
日
。

２
　
東
京
地
裁
令
和
４
年
Ｈ
月
１
日
判
決

（本
号

６２
頁
）
。

３
　
国

。
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト

（神
奈
川
）
事
件

・

最
高
裁

一
小
令
和
３
年
５
月
１７
日
判
決

。
民
集
７５
巻

５
号
１
３
５
９
頁
。

４
　
本
稿
は
主
に
労
働
法
上
の
問
題
に
焦
点
を
当

て
る
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
質
な
ど
め
ぐ
る
社

会
保
障
法
の
視
点
か
ら
の
問
題
指
摘
は
、
本
誌
同
時

掲
載
の
木
下
秀
雄
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５
　
西
村
憲
次

「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
制
度
の

現
状
と
課
題
―
介
護
保
険
法
実
施
の
も
と
で
の
改
善

策
試
論
―
」
く
ざ

ど
言
【”
（京
都
勤
労
者
学
園
調
査

・
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の

■
ｏげ
サ

イ

ト

（Ｆ
，

＼
＼ョ

ユ

ｏ
・ｏ
【∞
＼一〓

ｏ

＼
∽け”●
Ｑ
”【ヽ
∽＼ｒ
∽一‐〇
‐ヽ００
い
く
０
●
Ｌ
Ｏ
●
∽＼ぞく
〔
）ソ
ハ
∽
‐
Ｎ
ω
∞
〇
∞
Ｎ

＼
Ｆ
●
”
―
一”卜
ａ
①ｘ
・Ｆ
ヨ
）
を
参
照
。

１３
　
看
護
と
介
護
を
分
離
す
る
こ
と
の
問
題
点
を

的
確
に
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
は
、
高
木
和
美

「看
護
と
は
何
か
、
介
護
と
は
何
か
―
看
護
職
員
と
介

護
職
員
を
分
断
す
る
政
策
と
所
説
を
問
う
」
賃
金
と

社
会
保
障
１
３
３
５
号

（
２
０
０
２
年
）
４
‐
３３
頁
参

照
。１４
　
Ｈｒ
Ｏ
・
∽
０
８
【〓
∞
ヽ
①
００
●
［
ヨ
〇
寿

♂
【
●
日
∽〓
∞

づ
０
【∽Ｏ
ぃ
●
０】
”●
ヽ
ヽ
〇
【●
①∽Ｌ
Ｏ
く́
〇
【″
①
【∽・
″
①Ч
”
０一〇
【∽
一●

多
ｏ
８
お
０
８
●
０
８
Ч
（Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｎ
）
。

１５
　
【ｒ
Ｏ
も
刃
①ｏ
Ｏ
簿
∽
お
ρ
‘
①
∽８
ヽ
”●
０
お
８
一く
の
Ｑ
Ｏ
●

日）０
０
０
●
一
メミ
〇
【だ
「〇
『
０
”
【①
０
０
０
●
０
●
〕Ч
メヽ
Ｏ
【″
①
『∽
一●
”

ＯＦ
”
・
∞
・̈
¨
０
００
●
０
【・
Ч
¨
〕”０
”
●
”
わ
Ｏ
Ｏ
『［∽
鮎
Ｏ
ｒ
く
①
【Ч
げ
Ч

２８

「
①げ
（Ｎ
ｏ
図
）
。
看
護
職
員
条
約
採
択
時

に
も
見
ら

れ
た
日
本
政
府

の
Ｉ
Ｌ
Ｏ

へ
の
非
協
力
的
な
態
度
に

つ
い
て
は
、
高
木
和
美

『
新
し
い
看
護

・
介
護

の
視

座
―
看
護

・
介
護

の
本
質
か
ら
み
た
合
理
的
看
護
職

員
構
造

の
研
究
』
（看
護
の
科
学
社
、
１
９
９
８
年
）

２
３
４
頁
以
下
参
照
。

１６
　
脇
田
滋

「
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
の
労
働
条
件

の

改
善
を
め
ざ
し
て
―

『
訪
問
介
護

の
法
定
件

の
確
保

に
つ
い
て
』
を
手
が
か
り
に
」
ゆ
た
か
な
く
ら
し
２

０
０
４
年
１２
月
号
２２
頁
以
下
。

１７
　
伊
藤
博
義
編

『福
祉
労
働

の
法
Ｑ
＆
Ａ
』
（有

斐
閣
、
２
０
０
２
年
）
１
５
２
頁
以
下

〔水
谷
英
夫

氏
執
筆
部
分
〕
参
照
。

‐８
　
Ｅ
Ｕ
で
は
、
「
オ
ン
コ
ー
ル
労
働
」
の
弊
害
が

各
国
で
社
会
問
題
化
し
、
２
０
１
９
年

「透
明
で
予

測
可
能
な
労
働
条
件
」
指
令
を
採
択
し
た
。
厚
生
労

働
省
が
、　
コ
ロ
ナ
禍

で
、
サ
ー
ビ
ス
業

で
の
シ
フ
ト

制
労
働
が
問
題
化
し
た
２
０
２
０
年
、
「
シ
フ
ト
制
労

働
に
関
す
る
留
意
事
項
」
を
発
出
し
、
「最
低
時
間
」

な
ど
に
つ
い
て
も
記
述
を
し
た
。
し
か
し
、
訪
間
介

護

の

「
非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム

ヘ
ル
パ
ー
」
に
つ

い
て
は

「
シ
フ
ト
制
労
働
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

な
い
ま
ま
、
「留
意
事
項
」
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
明

記
し
な
か

っ
た
。
脇
田
滋

「
シ
フ
ト
制
労
働
に
関
す

る
あ
る
べ
き
法
改
正
の
検
討
」
労
働
法
律
旬
報
２
０

１
３
号

（
２
０
２
２
年
）
３３
頁
以
下
。

１９
　
坪
井
良
史
氏

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
付
帯
労
働

時
間
は
４０
％
に
な

っ
て
い
る
。
同
氏

「
訪
問
介
護
に

お
け
る
付
帯
労
働
時
間
に
つ
い
て
の
研
究
―
愛
媛
県

Ａ
市

の
調
査
か
ら
」
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

。
公

共
政
策
７
号

（
２
０
１
５
年
１２
月
）
７７
頁
以
下
参
照
。

２０
　
瀧
澤
仁
唱

「介
護
労
働
者

の
労
働
条
件
を
め

ぐ
る
法
的
課
題
」
桃
山
法
学
１７
号
（
２
０
１
１
年
３
月
）

２９
頁
以
下
参
照
。

２１
　
「
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ル
経
済
」
に
つ
い
て
は
、
決

議

の
日
本
語
訳
を
含
め
て

『協
同
の
発
見
』
１
２
３

号

（
２
０
０
２
年
９
月
）
参
照
。

２２
　
Ｈｒ
Ｏ
も
∽
質
営
①
”
一の
∽
”●
０
「
”ｏＬ
８
∽
♂
■
”σ
Ｏ
日

一●
∽
０
０
〇
一
中〇
●
・
（〕
Ｏ
く
①
【
い
●̈
∞
　
ＨＷ
Ｏ
Ｑ
Ч
（〕
０
●
０
く
”
ヽ
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研
究
誌
）
９
号
、
（２
０
０
１
年
１２
月
）
１
頁
以
下
。

６
　
三
輪
道
子

「京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
に
お

け
る
ヘ
ル
パ
ー
制
度
の
変
遷
と
到
達
点
―
登
録

ヘ
ル

パ
ー
約
二
〇
〇
〇
名
が
パ
ー
ト

ヘ
ル
パ
ー
に
」
労
働

法
律
旬
報

１
５
４
０
号

（
２
０
０
２
年
Ｈ
月
）

１０
‐
２０
頁
。

７
　
林
弘
子

「介
護

。
看
護
を
め
ぐ
る
労
働
法
上

の
諸
問
題
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
３６
巻
４
号

（
２
０

０
１
年
）
４
８
２
頁
以
下
。

８
　
脇
田
滋

「労
働
者
派
遣
法
改
定
の
意
義
と
法

見
直
し
に
向
け
た
検
討
課
題
」
日
本
労
働
法
学
会
誌

９６
号

（２
０
０
０
年
）
７１
頁
以
下
参
照
。

９
　
伊
藤
博
義
編

『福
祉
労
働
の
法
Ｑ
＆
Ａ
』
（有

斐
閣
、
２
０
０
２
年
）
４７
頁
以
下

〔伊
藤
博
義
氏
執

筆
部
分
〕
参
照
。

‐０

「デ
イ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク
」
と
は
、
「働
き

が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

自
由
、
公
平
、
安
全
と
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
条
件

と
し
た
、
全
て
の
人
の
た
め
の
生
産
的
な
仕
事
」
（
Ｉ

Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
）
で
あ
る
。
詳
し
く
は
西
谷
敏

『人

権
と
し
て
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト

・
ワ
ー
ク

働
き
が
い
の

あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
』
（旬
報
社
、
２
０
１
１
年
）

参
照
。

１１
　
濱
口
桂

一
郎

『
日
本
の
労
働
政
策
』
（労
働
政

策
研
究

。
研
修
機
構
、
２
０
１
８
年
）
６
３
５
頁
以

下
参
照
。

１２
　
条
文
の
日
本
語
訳
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
日
本
事
務
所



介護労働者保護と国の規制権限不行使 [脇田 滋]

Ｚ
Ｏ
く
０
８
σ
Ｏ
【
（Ｎ
Ｏ
０
６
）
・

２３
　
Ｈ♂
〇
ヽ
∪
８
ご
８
Ｌ
ｏ
・
ｏ
・
∽
ｏ
ｏご
一
ピ
∽Ｌ
８

♂
【
”

「
”〓
〇
中〇
げ
”ｒ
Ｎ”Ｌ
Ｏ
ｏ
（Ｎ
Ｏ
Ｏ
∞
）・

２４
　
Ｈｒ
Ｏ
）
刃
①
∽ｏ
ど
Ｌ
ｏ
●
”
●
Ｑ
Ｏ
ｏ
●
ｏ
ご
∽一ｏ
い
∽
ｏ
●

】”
げ
〇
ヽ
【
”
Ｑ
【５
一●
一∽一『”
〓
０
●
”
●
ヽ
【”げ
〇
‘
【
●̈
∽づ
０
０Ｌ
Ｏ
●

（Ｎ
Ｏ
【
Ｈ
）
・

２５
　
岐
阜
労
働
局
な
ど
に
よ
る
介
護
労
働
者
を
対

象
と
し
た
監
督
指
導
以
外
に
は
、
全
国
的
で
積
極
的

な
監
督
活
動
事
例

の
報
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た

（朝
日
新
聞
２
０
１
２
年
３
月
２４
日
）
。

２６
　
高
木
和
美

。
前
掲
論
文

（注
１３
）
と
前
掲
書

（注

１５
）

で
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
の
議
論
と
、
看
護
と
介
護
を

統
合
す
る
、
デ

ン
マ
ー
ク
の
看
護
職
員
構
造

・
養
成

制
度
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

２７
　
欧
州
諸
国
の
中

で
も

「非
標
準
的
雇
用
」

の

比
率
が
多

い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
で
は
、

労
働

。
社
会
保
障
監
督
局
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
提
起
に
基

づ
い
て
、
２
０
１
８
年
か
ら
２
０
２
０
年

の
３
年
間

に
計
画
を
立
て
て
全
国
的
な
監
督
活
動
を
行

い
、
労

働
法
不
遵
守
や
社
会
保
障
未
加
入
の
多
く
の
職
場
を

摘
発
し
、
違
法
状
態
を
改
善
さ
せ
た
。
〓
〓
∽８
Ｌ
ｏ

Ｑ
①
Ｈ●
０】Ｃ
∽一〇、い
も
∽
①
∞
“
【̈
ヽ
”
Ｑ
∽
〇
〇一”】
く
、
ンハ
一∞
【”
０一〇
●
①
∽ヽ

「
お
∽①・
Ｓ
ｏま
い
Ｏ
①】
「
ご
・
∪
一お
ｏ８
【
も
ｏ
『
“
・
↓
『”げ
こ
ｏ

∪
置
●
〇
ヽ
〇
い∞
‐
Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
・
（
ス
ペ
イ
ン
包
括

。
社
会
保
障

・

移
民
省

「
２
０
１
８
‐
２
０
２
０
年
デ
イ
ー
セ
ン
ト

・

ワ

ー

ク

の
た

め

の

マ
ス
タ

ー
プ

ラ

ン
結

果

」
）

（Ｆ
鮮
づ
∽̈
＼
＼１
１
１
・一・
０【僣
∽い〇
・
・∞
〇
げ
・〇
∽＼長
①げ
＼
”
Ｃ
①
∽［＼く
＼

づ
『
①
∽
①
●
［”
０
Ｏ̈
●
‐鮎
①
Ｔ
づ
中”
●
‐鮎
一【
０
〇
一〇
【
‐●
〇
【
‐Ｃ
●
‐

質
”σ
こ
ｏ
‐鮎
一∝
い
ｏ
‐Ｎ
ｏ
【∞
‐Ｎ
ｏ
Ｎ
ｏ
）

２８
　
嶋
田
佳
広

「
『多
様
な
働
き
方
』
と
社
会
保
障

制
度

の
課
題
―
建
設
業
を
例
に
」
社
会
保
障
法

（
日

本
社
会
保
障
法
学
会
）
第
３６
号

（
２
０
２
１
年
）
２４

頁
以
下
参
照
。

２９
　
国
土
交
通
省

「建
設
法
令
遵
守
推
進
本
部
」

の
活
動
結
果

（〓
６

＼̈＼ダ
運
長
・Ｂ
Ｆ

”
ｏ
・ピ
ト
ｏ
Ｌ
ぼ
●
∽”“

闘
〇
＼
８
・
∽ヽ

【‐
０
‐
げ
Ｆ
８
０
【
∞
０
・Ｆ
ヨ
じ
。

（わ
き
た

。
し
げ
る
）

*1型糖尿病障害年金不支給決定取消請求事件東京地裁判決(令和4年7月 26日 )を受けて
[小嶋愛斗]

*1型糖尿病障害年金訴訟(東京)のご報告[西田えみ子]

*陳述書(令和3年10月 6日 )[西田えみ子]
*意見書/1型糖尿病におけるインスリン分泌枯渇の意義(2020年 8月 10日 )[大杉満]

◇判例◇1型糖尿病障害年金不支給事件。東京地方裁判所判決 (令和4年 7月 26日 )
1型糖尿病患者に対して障害年金を不支給とした処分の取消請求および障害年金の支給を内容とする裁定の義

定価 (本体 2,000円 十消費税)

金 と NQ1820(2023ヨ 手2月
~F旬
I号 )

特集◎1型糖尿病障害年金訴訟(東京)勝訴 :

ご注文は賃社編集室まで茸上Y2み鷺88‰z胤踊:そi話話605
務付け請求が認容された事案

=ア
マゾンからも購入できます
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